
浜松市憲法を守る会のホームページは http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/               で検索 護憲浜松 

 
 
 

                                        

☆
航
空
自
衛
隊
浜
松
基
地
へ
要
望
書
を
提
出
し
ま
す(

裏
面
参
照)

。 

 

 

二
〇
一
九
年
一
一
月
一
〇
日(

日) 

護
憲
平
和
行
進(

通
算
６
３
３
回
目) 

 

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会 

事
務
局 

浜
松
市
中
区
紺
屋
町
三
〇
一―

一
五 

★
月
例
護
憲
平
和
行
進 

毎
月
第
二
日
曜
日
・
午
後
一
時
・
浜
松
市
役
所
正
面
玄
関
集
合 

私
達 

浜
松
市
憲
法
を
守
る
会
は 

大
嘗
祭
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。 

 

☆
日
本
国
憲
法
（
新
憲
法
）
が
（
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日
に
公
布
さ
れ
て
以
降
） 

二
度
目
の
大
嘗
祭
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

☆
「
大
嘗
祭
」
と
は
「
宗
教
上
の
儀
式
」
で
、
新
天
皇
が
そ
の
年
に
収
穫
さ
れ
た
コ
メ
を

神
々
に
供
え
、
自
身
も
食
し
、
五
穀
豊
穣
と
国
家
安
寧
を
祈
る
儀
式
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

今
回
は
二
○
一
九
年
十
一
月
十
四
日
～
十
五
日
に
実
施
さ
れ
ま
す
。 

☆ 

問
題
は
、
こ
の
儀
式
の
た
め
に
公
費
を
つ
ぎ
込
む
こ
と
、
つ
ま
り
「
国
事
行
為
」
と
し

て
行
な
う
こ
と
は
、
憲
法
の
「
主
権
在
民
の
原
則
」
と
「
政
教
分
離
の
原
則
」（
憲
法

第
二
十
条
）
を
否
定
す
る
憲
法
違
反
に
な
る
の
で
は
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

☆ 

安
倍
政
権
は
「
今
回
の
大
嘗
祭
を
行
う
た
め
に
多
額
の
税
金
」
を
（
前
回
は
二
十
二
億

円
超
）
つ
ぎ
込
む
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

☆ 

秋
篠
宮
さ
ま
（
皇
位
継
承
第
一
位
者
）
は
「
大
嘗
祭
は
宗
教
色
が
強
い
も
の
で
国
費

で
賄
う
こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
、
で
き
る
範
囲
で
身
の
丈
に
合
っ
た
儀
式
に
す
る
こ
と

が
本
来
の
姿
」
だ
と
話
さ
れ
て
い
ま
す
。（
二
〇
一
八
年
十
月
二
十
二
日
発
言
） 

☆ 

憲
法
の
定
め
た
、
天
皇
の
国
事
行
為
（
憲
法
第
六
条
・
第
七
条
）
に
は
大
嘗
祭
は
含

ま
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

☆ 

政
教
分
離
の
た
て
ま
え
か
ら
、
新
皇
室
典
範
に
は
大
嘗
祭
の
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

私
達
は
、
や
は
り
、
憲
法
違
反
の 

国
事
行
為
と
し
て
の
（
大
嘗
祭
）
に
は
反
対
で
す
。 

 

http://gokenhamamatsu.g.dgdg.jp/


  
 

     
 

   
 

                               


